
自然共生サイトの説明
滋賀県自然環境保全課

0※内容は令和７年12月時点のものです
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2030年までに陸と海の30％以上を保全する目標です。

どんないいことがあるの？
• 気候変動対応、脱炭素

• 農業・漁業生産向上、災害対策

• 持続可能な地域づくり、観光、交流人口増加 etc.

どうやって達成する？ →  保護地域 + OECM
保護地域: 国立公園、国定公園、県立自然公園 etc.
OECM:保護地域以外で民間等の取組により

生物多様性保全が図られている地域
※Other Effective area-based Conservation Measure

→ 民間等と力を合わせた取組が重要！！

30by30 とは
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2030年までに陸と海の30％以上を保全する目標です。

日本国内の現状（令和3年時点）

• 陸域20.5％と海域13.3％を
保護地域として保全済

滋賀県の現状

• 滋賀県では令和6年時点で
41.6%が保護地域

• 琵琶湖+30%（46.7%）を目標
→ +5,000ha

30by30 とは

出典: 生物多様性しが戦略
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環境省資料に加筆

※旧制度

法制化による変更点
• 認定対象が「区域」から「活動計画」に
• 認定された活動区域が「自然共生サイト」になる
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環境省資料に加筆

※旧制度

回復の例: 
• 管理放棄地の再生や手が入っていない森林（二次林）の再生等
• 荒廃農地における湿地の造成、失われたサンゴ礁の造成等

創出の例:
• 現況がアスファルトや更地等になっているような開発跡地や埋立地等において、

生物多様性を創出する活動
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※旧制度

環境省資料に加筆
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※旧制度

環境省資料に加筆
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環境省資料に加筆

※旧制度
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環境省資料に加筆

※旧制度

法制化による変更点（再掲）
• 認定対象が「区域」から「活動計画」に
• 認定された活動区域が「自然共生サイト」になる
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環境省資料を加工
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21支援証明書の例
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• 地域の生物多様性保全への貢献
• 自社活動と地域・自然環境との関係（依存・リスク・機会）
の再認識

• 活動に対する公的な認定

• 国等による活動の発信 → 団体PR、活動への支援拡大寄与

• 支援証明書を活用した民間連携・支援
• TNFDレポート、統合報告書、投資家・金融機関等への説明

• サイトにおける活動の間接的支援（技術・金銭・人材）も証明

• 交付金の活用 → 資金調達

• 相続税・贈与税の軽減 → 長期安定的な活動

活動計画認定取得のメリットまとめ
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• 16箇所
※令和7年12月現在

• 申請主体: 
企業、地域団体、自治体

• サイトの環境: 
里山、水路、湿地、創出緑地

• 規模は様々

滋賀県内「自然共生サイト」の概要
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申請に向けた支援



• 有識者マッチング制度

• 生物多様性保全推進支援事業（交付金）

国による支援 29
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• まずはご相談ください
• 滋賀県 琵琶湖環境部 自然環境保全課

生物多様性戦略推進室
ＴＥＬ：０７７－５２８－３４８３

• 「しがネイチャーポジティブネットワーク」に参加しませんか？
• 県内の自然共生サイトを核とした、
企業、地域団体、大学、行政機関等
による情報共有の場

• 令和7年8月26日設立

滋賀県による支援 32

ネイチャーポジティブへの取組に関心はあるが、
何から始めたらよいかわからない。
自然共生サイトはどうしたら申請できるの？
認定されたらどんなメリットがあるの？
取り組んでいる生物多様性保全の活動を
ステップアップさせたい！
活動内容を広く知ってもらいたいが機会がない。
地域の様々なステークホルダーと連携を深めてい
きたいが、誰に相談したらよいかわからない。



• サイト及びその周辺の自然環境情報（WebGIS等）
• 自然環境WebGIS（http://gis.biodic.go.jp/webgis/）

• 今後は「環境ジオポータル」に移行（→QRコード）

他の支援（公開データ） 33

• 植生図
• 特定植物群落
• 動物分布調査
• 自然公園
• 自然環境保全地域

etc.



• サイト及びその周辺の自然環境情報（WebGIS等）
• 生物多様性「見える化」マップ

他の支援（公開データ） 34

• 保護地域
• 自然共生サイト
• 植生図
• 植生自然度
• さとやま指数

etc.
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科学者等

• 地域の自然環境に詳しい専門家
• 公的研究機関（博物館等）

• 大学

ブリッジ人材：科学やネイチャーポジティブを地域課題解決の
文脈に落とし込み、活用できる人たち

• 地域に根ざしたNPO等

• 民間の環境調査会社、コンサルタント

• 科学者がその役割を担うこともある

他の支援（人材）
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• 各種セミナー

• 環境省「地域生物多様性増進活動の手引き」

• 東北大学 ネイチャーポジティブ 発展社会実現拠点
アミタホールディングス株式会社（2025）
「地域のネイチャーポジティブ活動の手引きVer. 1.0」

他の支援（手引き等）



よくある質問回答



Q. どのような活動・区域が対象か？

A. ・既に良好な生物多様性が存在する場を維持する活動

・過去に生物多様性が豊かであったが、その多様性が損失
した場合又は損失が進行している場において、その多様性
を回復する活動

・現在、生物多様性を欠いている場において、その地域に
在来の動植物が生息・生育することができるような自然
環境等を整備することにより、生物多様性を創出する活動

→ 現状を維持又はより良くしていく活動・場であればOK

面積は問わない

よくある質問 38



Q. まずは何から整理したらよいか？
A. 質問者様の置かれている状況ごとに、さまざまな進め方が

あります。何はともあれ、「知る」ことから始まります。
例: 

• 国内外の動向を調べる
• 対象地域とその周辺の「基本的な情報」と「自然環境の情報」

を調べる
• 気候、土地利用

• 植生、河川、湖、重要種 など

• 先行事例を調べる
• 周辺（自団体、地域 等）で関心を持っている人たちを見つける
• 声をかけて上記のようなことを知る勉強会を開く

よくある質問 39

→ 公開データ



Q. 申請にあたってどのようなハードルがあるのか？

A. 主に下記の整理が必要です（ERCA様説明資料も参照）

• 活動の明確化
• 目的、位置づけ

• 目標

• 課題

• 方法、手順（活動内容、モニタリング 等）

• 体制 等

• 土地所有者・公物管理者の同意、法令（森林法 等）順守

• 活動実施区域における動植物の調査（概ね5年以内）

• GISデータ（活動実施区域、動植物位置 等）

環境省「審査の観点（認定基準）」→

よくある質問 40



Q. 動植物や生態系の調査はどこまで詳細に行う必要がある？

A. 明確な基準はございませんが、申請を検討されている活動の
種類、生物多様性の価値を示す根拠となるものである必要
があります。
また、認定後、モニタリングの実施が求められますが、
取得予定のモニタリングデータと比較可能なデータを
取得することも一つの有効な方法です。

調査は必ずしも科学者やコンサルタントに依頼しな
ければならないわけではなく、市民調査等により
活動関係者を巻き込んだ調査の実施も効果的です。

参考: 環境省「効果が期待できる活動手法」P.62→

「モニタリング手法」→

よくある質問 41


